
 

感発０４０１第４号 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

エイズ治療の地方ブロック拠点病院の整備について（一部改正） 

 

 エイズ治療の地方ブロック拠点病院の一覧については、「エイズ治療の地方ブロッ

ク拠点病院の整備について」（平成 18 年３月 31 日付け最終一部改正健発第 0331003

号厚生省保健医療局長通知）の別紙にて、お示ししているところです。 

 今般、ブロック拠点病院の名称等に変更がございましたので、下記のとおり一部改

正いたします。 

 

記 

 

１．改正内容 

 別紙中の「県立広島病院」の名称を変更する。 

 「国立健康危機管理研究機構｣の設立に伴い、文言修正を行う。 

 

２．適用日 

令和７年４月１日から適用する。 

 

 

以上 



 

新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 現行 

健 医 発 第 6 7 8 号 

平成９年４月 25 日 

最終一部改正 感発０４０１第４号 

令和７年４月１日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省保健医療局長 

 

エイズ治療の地方ブロック拠点病院の整備について（通知） 

 

前文 （略） 

 

１～６ （略） 

 

７ 

 (1) （略） 

 (2) 研究的な検査については、エイズ治療・研究開発センターや国 

   立健康危機管理研究機構国立感染症研究所エイズ研究センターと連 

   携をとりつつ、可能なものから各施設において実施するよう努め 

   る。  

    

８～10 （略） 

 

別紙 

 

地方ブロック拠点病院一覧表 

健 医 発 第 6 7 8 号 

平成９年４月 25 日 

最終一部改正 健発第 0331003 号 

平成 18年３月 31日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省保健医療局長 

 

エイズ治療の地方ブロック拠点病院の整備について（通知） 

 

前文 （略） 

 

１～６ （略） 

 

７ 

 (1) （略） 

 (2) 研究的な検査については、エイズ治療・研究開発センターや国 

   立感染症研究所エイズ研究センターと連携をとりつつ、可能なもの 

  から各施設において実施するよう努める。  

 

 

８～10 （略） 

 

別紙 

 

地方ブロック拠点病院一覧表 



 

ブロック名 都道府県名 ブロック拠点病院名 

 北海道ブ

ロック 

 北海道  北海道大学病院 

 旭川医科大学病院 

 札幌医科大学附属病院 

 東北ブロ

ック 

 青森県、岩手県  

 宮城県、秋田県  

 山形県、福島県 

 独立行政法人国立病院機構仙台医療セ

ンター 

 関東・甲

信越ブロッ

ク 

 茨城県、栃木県  

 群馬県、埼玉県  

 千葉県、東京都  

 神奈川県、新潟県  

 山梨県、長野県 

 新潟大学医歯学総合病院 

 新潟県立新発田病院 

 新潟市民病院 

 東海ブロ

ック 

 岐阜県、静岡県  

 三重県、愛知県 

 独立行政法人国立病院機構名古屋医療

センター 

 北陸ブロ

ック 

 富山県、福井県  

 石川県 

 石川県立中央病院 

 近畿ブロ

ック 

 滋賀県、京都府  

 大阪府、兵庫県  

 奈良県、和歌山県 

 独立行政法人国立病院機構大阪医療セ

ンター 

 中国・四

国ブロック 

 鳥取県、島根県  

 岡山県、広島県  

 広島大学病院 

 地方独立行政法人広島県立病院機構県

ブロック名 都道府県名 ブロック拠点病院名 

 北海道ブ

ロック 

 北海道  北海道大学病院 

 旭川医科大学病院 

 札幌医科大学附属病院 

 東北ブロ

ック 

 青森県、岩手県  

 宮城県、秋田県  

 山形県、福島県 

 独立行政法人国立病院機構仙台医療セ

ンター 

 関東・甲

信越ブロッ

ク 

 茨城県、栃木県  

 群馬県、埼玉県  

 千葉県、東京都  

 神奈川県、新潟県  

 山梨県、長野県 

 新潟大学医歯学総合病院 

 新潟県立新発田病院 

 新潟市民病院 

 東海ブロ

ック 

 岐阜県、静岡県  

 三重県、愛知県 

 独立行政法人国立病院機構名古屋医療

センター 

 北陸ブロ

ック 

 富山県、福井県  

 石川県 

 石川県立中央病院 

 近畿ブロ

ック 

 滋賀県、京都府  

 大阪府、兵庫県  

 奈良県、和歌山県 

 独立行政法人国立病院機構大阪医療セ

ンター 

 中国・四

国ブロック 

 鳥取県、島根県  

 岡山県、広島県  

 広島大学病院 

 県立広島病院 



 

 山口県、徳島県  

 香川県、愛媛県  

 高知県 

立広島病院 

 広島市立広島市民病院 

 

 九州ブロ

ック 

 福岡県、佐賀県  

 長崎県、熊本県  

 大分県、宮崎県  

 鹿児島県、沖縄県 

 独立行政法人国立病院機構九州医療セ

ンター 

※ なお、エイズ治療・研究開発センターは、国立健康危機管理研

究機構国立国際医療センターに置き、エイズ診療の他、情報、研

修、研究の中心的存在として位置づけられている。 

 山口県、徳島県  

 香川県、愛媛県  

 高知県 

 

 広島市立広島市民病院 

 九州ブロ

ック 

 福岡県、佐賀県  

 長崎県、熊本県  

 大分県、宮崎県  

 鹿児島県、沖縄県 

 独立行政法人国立病院機構九州医療セ

ンター 

※ なお、エイズ治療・研究開発センターは、国立国際医療センタ

ーに置き、エイズ診療の他、情報、研修、研究の中心的存在とし

て位置づけられている。 



 

健 医 発 第 6 7 8 号 

平成９年４月 25 日 

最 終 一 部 改 正  感発０４０１第４号 

令和７年４月１日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生省保健医療局長 

 

 

エイズ治療の地方ブロック拠点病院の整備について（通知） 

 

エイズ対策の推進については、日頃より種々ご協力いただいているところである。 

我が国におけるエイズ患者等の状況を踏まえ、エイズ患者等が安心して医療を受けられ

る体制を整備することが緊急の課題となっていることにかんがみ、今般、各ブロックのエ

イズの医療の水準の向上及び地域格差の是正に資するため、エイズ治療の地方ブロック拠

点病院(以下「ブロック拠点病院」という。)を下記のとおり整備することとした。 

各都道府県におかれても、エイズ治療の拠点病院(以下「拠点病院」という。)等関係機

関への周知を図られるとともに、ブロック拠点病院と拠点病院との連携等医療体制の整備

について、特段の御高配をお願いする。 

 

記 

 

１ ブロック拠点病院の設置の目的 

ブロック拠点病院は、エイズに関する高度な診療を提供しつつ、臨床研究、ブロック

内の拠点病院等の医療従事者に対する研修、医療機関及び患者・感染者からの診療相談

への対応等の情報提供を通じ、ブロック内のエイズ医療の水準の向上及び地域格差の是

正に努めることを目的として設置される。 

 

２ 各地方のブロック拠点病院 

各地方のブロック拠点病院は、別紙のとおりとする。 

 

改正後全文 



 

３ ブロック拠点病院の機能 

ブロック拠点病院は、次の機能を有する。 

(1) 診療 

ＨＩＶ感染症に関する専門外来の設置、ＨＩＶ感染者に対する入院医療の実施、カ

ウンセラーによるカウンセリングの実施、全科対応による診療等により、総合的な診

療を実施する。 

(2) 研究 

治験等の臨床研究を実施する。 

(3) 研修 

ブロック内の拠点病院等の医療従事者に対する最新の治療方法に関する研修会、症

例検討会、臨床実地研修等を実施する。 

(4) 情報 

エイズ医療ネットワークの活用等により、ブロック内の拠点病院、患者・感染者か

らの診療に関する相談への対応、情報の収集、提供を行う。 

 

４ ブロック拠点病院内の体制 

ブロック拠点病院としての機能を発揮できるよう、医師、看護師、カウンセラー及び

情報担当職員による体制の確保に努める。 

(1) 東北ブロック、東海ブロック、近畿ブロック及び九州ブロックのブロック拠点病院

(以下「独立行政法人国立病院機構の病院」という。)における体制の確保 

独立行政法人国立病院機構の病院においては、専門医師２名、外来看護師２名及び

病棟看護師１名を配置するとともに、カウンセラー１名及び情報担当職員１名を派遣

により配置するほか、血友病担当医師(血友病の治療経験のある医師)を病院内に確保

するよう努める。 

(2) 北海道ブロック、関東・甲信越ブロック、北陸ブロック及び中国・四国ブロックの

ブロック拠点病院(ただし、北海道ブロックにおいては北海道大学病院、関東・甲信越

ブロックにおいては新潟大学医歯学総合病院、中国・四国ブロックにおいては広島大

学病院に限る。以下「大学病院等」という。)における体制の確保 

大学病院等においては、関係機関と連携し、専門医師の確保等必要な体制を整備す

るため、リサーチレジデントや都道府県からの派遣職員により、医師２名、看護師１

名、カウンセラー１名及び情報担当職員１名の５名を配置するよう努める。 

なお、ブロックにより患者・感染者数に格差があること等を考慮し、地域の実情に

あった体制の整備に努める。 



 

 

５ ブロック拠点病院の施設・設備 

ブロック拠点病院としての機能を発揮できるよう、次に掲げる必要な施設・設備の確

保、整備に努める。 

(1) 独立行政法人国立病院機構の病院における施設・設備 

① 外来診療室 

個室の専用診察室を確保する。 

② 個室病室 

個室の専用病床を５～６床確保する。当面は関係する診療科に分散した形で確

保するが、必要があると認められる場合には同一病棟に集約できるよう努力す

る。 

なお、緊急入院については、専用病床に空きがなくても受け入れるよう努め

る。 

③ カウンセリング室 

カウンセリングを行うための部屋を確保する。 

④ 研修室 

研修を実施するための部屋を確保する。 

⑤ 設備 

総合的なエイズ診療に必要な医療機器を整備する。また、エイズ治療・研究開

発センターのデータベースにアクセスでき、情報交換が可能なコンピューターを

設置する。 

(2) 大学病院等における施設・設備 

① 外来診療室 

個室の専用診察室を確保することが望ましいが、確保が難しい場合は、当面の

間、他科の診察のない時間帯に既存の診察室で対応する等、プライバシーを守れ

るような対策を講じる。 

② 個室病室 

個室病床の確保については、担当診療科の持ちベッドで対応する。 

なお、あらかじめ連携病院を定める等により、病床に空きがない場合の緊急入

院の対応に支障がないように努める。 

③ カウンセリング室 

他科の診察のない時間帯に既存の診察室で対応する等、プライバシーを守れる

ような対策を講じる。 



 

④ 研修室 

研修を実施するための部屋を確保するように努める。 

⑤ 設備 

総合的なエイズ診療に必要な医療機器を整備する。また、エイズ治療・研究開

発センターのデータベースにアクセスでき、情報交換が可能なコンピューターを

設置する。 

 

６ ブロック拠点病院における全科対応による総合診療体制の確保 

(1) エイズ医療に関わる全科にそれぞれ責任者をおくとともに、医師、看護師、ケース

ワーカー、カウンセラー等エイズ医療に関わる全科出席のＨＩＶ委員会をブロック拠

点病院内に設置し、全科対応による総合診療体制(緊急時の入院受け入れを含む。)の

確立に努める。 

なお、ＨＩＶ委員会においては、総合診療体制を確保するため、患者・感染者から

の申し入れがあった場合は、患者・感染者からの意見を聞く機会を設けるものとす

る。 

(2) エイズ医療に関し、ブロック拠点病院内の職員を対象にした研修を実施し、職員の

意識啓発を図ることにより、病院全体として患者・感染者が安心して治療を受けられ

る全科対応の環境を整備する。 

(3) ブロック拠点病院での全科対応体制等に不備がある場合の苦情相談窓口を設け、あ

らかじめ責任者を定め適切な苦情対応に努める。 

 

７ ブロック拠点病院におけるエイズ医療に関する専門性の向上 

(1) 医師、看護師等を対象とした海外研修やエイズ治療・研究開発センター等の研修に

積極的に参加し、エイズ医療の専門性の向上を図る。 

(2) 研究的な検査については、エイズ治療・研究開発センターや国立健康危機管理研究

機構国立感染症研究所エイズ研究センターと連携をとりつつ、可能なものから各施設

において実施するよう努める。 

 

８ ブロック拠点病院におけるエイズ治療・研究開発センターとの有機的連携 

(1) エイズ医療・情報ネットワークを通じて、最新の治療技術、治験情報、研究情報、

文献等の情報を、エイズ治療・研究開発センター、ブロック拠点病院及び全国の拠点

病院等との間で情報交換する。 

(2) エイズ治療・研究開発センターで行う研修に参加するとともに、必要に応じ、エイ



 

ズ治療・研究開発センターからの出張研修を受ける。 

(3) 新薬の開発や治療法の開発について、エイズ治療・研究開発センターとの共同研究

に参加する。 

 

９ ブロック拠点病院における拠点病院との有機的連携 

ブロック内のエイズ医療の向上がより一層図られるよう、ブロック拠点病院は、ブロ

ック内の拠点病院等関係機関との有機的な連携に努める。 

具体的には、ブロック拠点病院を中心とした拠点病院等の医療従事者間の診療ネット

ワークの構築に努める。 

 

10 各都道府県の役割 

各都道府県においては、次のような役割を担う。 

(1) ブロック拠点病院への情報の提供 

都道府県は、ブロック拠点病院との連携を充分に図り、診療、研究その他必要な情

報の提供をブロック拠点病院へ行うものとする。 

(2) 研修等への積極的参加 

都道府県は、ブロック拠点病院と連携を充分図り、ブロック拠点病院が行う臨床研

修や症例検討会等に当該都道府県内の拠点病院の医療従事者が積極的に参加できるよ

う配慮する。 

(3) ブロック拠点病院を中心としたネットワークの構築 

都道府県は、ブロック拠点病院を中心とした拠点病院の医療従事者間の診療ネット

ワーク構築を支援するよう努める。 

(4) ブロック拠点病院の周知 

都道府県は、当該都道府県内の関係機関に対し、ブロック拠点病院の名称、所在

地、目的、機能等の周知を図る。 

  



 

別紙 

地方ブロック拠点病院一覧表 

ブロック名 都道府県名 ブロック拠点病院名 

 北海道ブロック  北海道  北海道大学病院 

 旭川医科大学病院 

 札幌医科大学附属病院 

 東北ブロック  青森県、岩手県  

 宮城県、秋田県  

 山形県、福島県 

 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 

 関東・甲信越ブロック  茨城県、栃木県  

 群馬県、埼玉県  

 千葉県、東京都  

 神奈川県、新潟県  

 山梨県、長野県 

 新潟大学医歯学総合病院 

 新潟県立新発田病院 

 新潟市民病院 

 東海ブロック  岐阜県、静岡県   

 三重県、愛知県 

 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センタ

ー 

 北陸ブロック  富山県、福井県   

 石川県 

 石川県立中央病院 

 近畿ブロック  滋賀県 京都府  

 大阪府、兵庫県  

 奈良県、和歌山県 

 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 

 中国・四国ブロック  鳥取県、島根県  

 岡山県、広島県  

 山口県、徳島県  

 香川県、愛媛県  

 高知県 

 広島大学病院 

 地方独立行政法人広島県立病院機構県立広島

病院 

 広島市立広島市民病院 

 

 九州ブロック  福岡県、佐賀県   

 長崎県、熊本県  

 大分県、宮崎県  

 鹿児島県、沖縄県 

 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 

※ なお、エイズ治療・研究開発センターは、国立健康危機管理研究機構国立国際医療センタ

ーに置き、エイズ診療の他、情報、研修、研究の中心的存在として位置づけられている。 


